
 

第三小学校／錦児童館／錦学童保育所複合施設整備 

及び立川第三中学校建替について 
 

１．整備基本計画について 

・前期施設整備計画及び整備順序方針では、令和６年度に立川第三中学校、令和７年度に

第三小学校／錦児童館／錦学童保育所（第三小学校等）複合施設の順に整備することと

しているが、同圏域内であること等により、一体的な事業として進めることを見据え、

整備基本計画については一体的に作成することとした。また、事業方式は先行事例を準

用し、ＤＢ（デザイン・ビルド）方式を採用する。 

・整備基本計画では、関係法令の整理や、各施設において立地条件等敷地に関すること、

建物として備えるべき機能、諸室及び設備等を明確にする。また、配置図や平面図等の

作成、工事スケジュールや概算事業費の算出、仮設校舎設置の検討を行う。 

・これらを踏まえ、第三小学校等複合施設と立川第三中学校の整備事業を一体的に進める

ことについてのメリット・デメリットを精査し、整備基本計画を策定する。 

 

２．令和５年度スケジュール  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．全体スケジュール（現段階での目安） 
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令 和 ５ 年 ６ 月 2 0 日 

文教委員会 報告資料４ 

子ども家庭部子ども育成課 

教育部学校施設建替担当課 


